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 諮  問  

 

今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について 

  

   

 諮問理由  

 

我が国の業務・家庭部門におけるエネルギー消費量は７０年代以降他部門に比べて著

しく増加してきた結果として、 終エネルギー消費全体の約１／３を占めるに至ってい

る。当該部門におけるエネルギー消費の増加は、世帯数・床面積の増加等が主な要因で

あり、社会経済上のニーズに応えるための建設活動に伴うエネルギー使用量の増大を抑

制することが大きな課題となっている。 

 

また、増大するエネルギー需要への対応に加え、地球環境問題への対応や人口が高齢

化する中で持続可能な社会の実現を図る上でも、業務・家庭部門におけるエネルギー消

費量の更なる削減が求められているところである。 

 

 平成２６年４月に閣議決定された新たなエネルギー基本計画においては、より合理的

なエネルギー需給構造の実現と、温室効果ガスの排出抑制を進めて行くために、徹底し

た省エネルギー社会の実現や再生可能エネルギーの導入加速化等が位置づけられた。中

でも、住宅・建築物の省エネルギー化に関しては、「新築の建築物・住宅の高断熱化と省

エネルギー機器の導入」、「既存建築物・住宅の改修、建て替え」、「評価・表示制度の充

実」等を進めるとともに、将来的な目標として、２０３０年までに新築建築物及び新築

住宅についてそれぞれ平均でＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、ＺＥＨ（ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ハウス）を実現すること等を目指すこととされた。さらに、こ

うした環境整備を進めつつ、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、

２０２０年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化

する」こととされたところである。なお、省エネルギー基準の適合義務化については、

平成２５年にエネルギーの使用の合理化に関する法律の改正が審議された際の国会の附

帯決議において、消費者への負担が過度とならないよう環境整備を図ることが求められ

ている。このため、段階的な義務化のあり方については、建築物の規模や住宅・非住宅

の別等によって、省エネルギー措置による効果、建築主・設計者・施工者等の能力・資

力及び行政等執行側に求められる体制等が異なることに留意して検討を進める必要があ

る。 

  

このような状況を踏まえ、今後の住宅・建築物の省エネルギー対策の具体的なあり方

について検討する必要がある。 

 

これが、今回の諮問を行う理由である。 

 



新しいエネルギー基本計画 （平成26年4月11日閣議決定） ＜住宅・建築物の省エネ施策関連抜粋＞

第４節 消費段階：需要家の選択肢の拡大を通じた、効率的な供給構造を生み出すスマートで

３．各部門における省エネルギーの強化

（１）業務・家庭部門における省エネルギーの強化

柔軟な消費活動の実現 （本文）

（１）業務 家庭部門における省 ネルギ の強化

（略）

引き続きトップランナー制度の対象の拡大を進めるとともに、高効率照明（例：ＬＥＤ照明、有機ＥＬ照明）に

ついては ２０２０年までにフローで１００％ ２０３０年までにストックで１００％の普及を目指す。ついては、２０２０年までにフロ で１００％、２０３０年までにストックで１００％の普及を目指す。

さらに、省エネルギー性能の低い既存建築物・住宅の改修・建て替えや、省エネルギー性能等も含めた総合的な

環境性能に関する評価・表示制度の充実・普及などの省エネルギー対策を促進する。また、新築の建築物・住宅の

高断熱化と省エネルギー機器の導入を促すとともに より高い省エネルギー性能を有する低炭素認定建築物の普及高断熱化と省エネルギ 機器の導入を促すとともに、より高い省エネルギ 性能を有する低炭素認定建築物の普及

促進を図る。

政府においては、公共建築物の他、住宅やオフィスビル、病院などの建築物において、高断熱・高気密化や高効

率空調機 全熱交換器 人感センサー付ＬＥＤ照明等の省エネルギー技術の導入により ネット・ゼロ・エネルギ率空調機、全熱交換器、人感センサー付ＬＥＤ照明等の省エネルギー技術の導入により、ネット・ゼロ・エネルギ

ーの実現を目指す取組を、これまでに全国約４，０００件支援してきているところである。

今後は、このような取組等を通じて、建築物については、２０２０年までに新築公共建築物等で、２０３０年ま

でに新築建築物の平均でＺＥＢ（ネット ゼロ エネルギ ビル）を実現することを目指す また 住宅についでに新築建築物の平均でＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを目指す。また、住宅につい

ては、２０２０年までに標準的な新築住宅で、２０３０年までに新築住宅の平均でＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）の実現を目指す。

さらに こうした環境整備を進めつつ 規制の必要性や程度 バランス等を十分に勘案しながら ２０２０年まさらに、こうした環境整備を進めつつ、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、２０２０年ま

でに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する。

（略）



「日本再興戦略」改訂2014 （平成26年6月24日閣議決定）＜住宅・建築物の省エネ施策関連抜粋＞

テーマ２：クリーン・経済的なエネルギー需給の実現 （本文）

（２）個別の社会像と実現に向けた取組 ③エネルギーを賢く消費する社会
Ⅱ）解決の方向性と戦略分野（市場・産業）及び当面の主要施策

（略）また、近年エネルギー消費量が著しく増大（石油危機以降2.5倍）している家庭・業務部門を中心と

テ マ２：クリ ン 経済的なエネルギ 需給の実現 （本文）

（略）また、近年エネルギ 消費量が著しく増大（石油危機以降2.5倍）している家庭 業務部門を中心と
した省エネの 大限の推進を図る。そのため、燃料電池の導入や住宅・ビルの省エネ基準の段階的適合義務
化、既存住宅・ビルの省エネ改修の促進、トップランナー制度の適用拡充、ネット・ゼロ・エネルギー化等
を図る。また、生活の質を向上させつつエネルギー消費量を削減するライフスタイルの普及を進める。

○住宅 建築物の省 ネ基準の段階的適合義務化○住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化

• 規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段階的
に省エネ基準への適合を義務化する。これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木造住宅
の位置付け等に十分配慮しつつ、円滑な実施のための環境整備に取り組む。位置付け等 十分配慮 、円滑な実施 環境整備 取り組む。

• 具体的には、省エネルギー対策の一層の普及や住宅・建築物や建材・機器等の省エネルギー化に資する新
技術・新サービス・工法の開発支援等を実施する。

中短期工程表「クリーン・経済的なエネルギー需給の実現⑤」

2016年度 2017年度～ KPI

通常国会

2013年度 2014年度 2015年度

通常国会
概算要求

税制改正要望等
秋 年末

＜住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化＞
エ
ネ
ル
ギ

2016年度 2017年度～ KPI

通常国会

2013年度 2014年度 2015年度

通常国会
概算要求

税制改正要望等
秋 年末

（住宅・建築物）
・新築住宅・ビルの
省エネ基準適合率
100％（2020年目
途）
・（住宅）2030年の

新築住宅・建築物の省
エネ基準への段階的適
合義務化（建築物・大
規模から）

・省エネ基準に一次エネルギー消費量基準を導入
（2013年４月、10月施行）
・一次エネルギー消費量等級を住宅性能評価基準に導
入（2014年２月）。「建築物省エネルギー性能表示制度
（BELS）」を開始（2014年４月）。

ギ
ー
を
賢
く
消

の
実
現
①

新築住宅が平均で
ZEHを実現
・（建築物）2030
年の新築建築物が
平均でZEBを実現

・環境・ストック活用推進事業等による住宅・建築物の
省エネ化の推進
・大工・工務店向け省エネ技術講習会を実施 ＺＥＢの実現・ＺＥＨの加速的な普及

消
費
す
る
社
会

①


